
添付書類が省略可能な事務手続き一覧（平成 29年 11月 13日時点） 
 

手続き名 省略可能な書類 担当課 電話番号 
児童手当の申請 ・課税証明 子育て支援課 0297（21）2191 
（児童手当法） ・住民票※１ 

保育園や幼稚園等の利 ･生活保護受給証明書 
用に当たっての認定の申 ・児童扶養手当証書 
請 ・特別児童扶養手当証書 
（子ども・子育て支援法） ・課税証明書※１ 

児童扶養手当の申請 ・住民票 
（児童扶養手当法） ・課税証明書 

・特別児童扶養手当証書 

特別児童扶養手当の支 ･住民票 
給の申請 ・課税証明書 
(特別児童扶養手当等の 
支給に関する法律） 

生活保護の申請 ・課税証明書 社会福祉課 0297（21）2190 
（生活保護法） ・雇用保険受給資格者証 

・児童扶養手当証書 
・特別児童扶養手当証書 

障害児通所支援・入所支 ・住民票 
援申請 ･課税証明書 
（児童福祉法） ･生活保護受給証明書 

障害福祉サービスの申請 ・住民票 
（障害者総合支援法） ・課税証明書 

･生活保護受給証明書 

被保険者証交付の申請 
(介護保険法） 

・健康保険証※２ 介護福祉課 0297（21）2193 

保険料の減免申請 ・住民票 
（介護保険法） ・課税証明書 

・生活保護受給証明書 

 


